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税
制
な
ら
び
に
中
小
会
社
の
決
算
公
開
に
関
し
て
、
現
行
で
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
り
、
そ
の
改
善
は
緊
急
を
要
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

税
制
改
正
に
つ
い
て 

2 

各
種
所
得
控
除
の
整
理
合
理
化
に
つ
い
て 

1 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
引
き
上
げ
に
つ
い
て 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
は
、
昭
和
五
十
年
度
以
来
、
改
正
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
課
税
件
数
は
五
倍
以
上
に
増
加
し
て

い
る
。
そ
の
後
の
給
与
水
準
の
上
昇
や
物
価
の
上
昇
、
土
地
の
評
価
額
の
引
き
上
げ
、
相
続
税
の
遺
産
に
係
わ
る
基
礎
控

除
額
の
引
き
上
げ
等
を
勘
案
し
、
贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
を
百
二
十
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る
べ
き
と
考
え
る
。
大
蔵
省

の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

所
得
税
法
に
お
け
る
各
種
所
得
控
除
は
複
雑
か
つ
多
岐
に
わ
た
り
、
控
除
額
の
客
観
的
基
準
が
明
確
で
な
い
も
の
や
、

控
除
の
必
要
性
が
薄
れ
た
も
の
も
あ
り
、
全
面
的
な
見
直
し
が
必
要
と
考
え
る
。
特
に
、
配
偶
者
特
別
控
除
に
つ
い
て 

 

は
、
運
用
面
で
の
問
題
点
が
多
く
、
女
性
の
社
会
進
出
の
妨
げ
に
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
際
、
配
偶
者
特
別
控 

税
制
改
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な
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び
に
中
小
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に
関
す
る
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三 

 



 

4 

収
益
価
格
を
重
視
し
た
固
定
資
産
税
の
評
価
額
に
つ
い
て 

3 

消
費
税
の
各
種
届
出
書
及
び
承
認
申
請
書
の
提
出
期
限
延
長
に
つ
い
て 

除
は
廃
止
し
、
人
的
控
除
（
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
）
を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
な
ど
の
吸
収
合
理
化
を
図

る
か
、
ま
た
は
、
現
在
の
家
族
合
算
申
告
制
度
か
ら
夫
婦
個
別
申
告
制
度
へ
移
行
す
べ
き
で
あ
る
。
大
蔵
省
の
見
解
を
伺

い
た
い
。 

事
業
者
は
期
末
日
終
了
後
に
決
算
処
理
と
並
行
し
て
翌
期
の
経
営
方
針
等
を
決
定
す
る
の
が
通
例
だ
が
、
現
行
規
定
で

は
事
業
者
が
前
期
の
確
定
申
告
書
提
出
期
限
内
に
消
費
税
の
各
種
届
出
書
等
を
提
出
し
た
場
合
、
そ
の
届
出
事
項
の
適
用

が
翌
期
以
降
に
な
り
、
税
の
超
過
負
担
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
消
費
税
の
各
種
届
出
書
及
び
承
認
申
請
書
の

提
出
時
期
は
、
そ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
前
事
業
年
度
の
申
告
期
限
ま
で
延
長
す
る
べ
き
と
考
え
る
。
大
蔵
省
の
見

解
を
伺
い
た
い
。 

固
定
資
産
税
の
評
価
額
に
つ
い
て
は
、
応
能
負
担
を
原
則
と
す
る
相
続
税
の
実
勢
価
格
に
基
づ
く
評
価
は
必
要
な
く
、

収
益
価
格
を
重
視
し
、
応
益
負
担
原
則
に
沿
っ
た
評
価
額
で
課
税
標
準
額
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
九
年
は

三
年
に
一
度
の
評
価
替
え
の
年
に
当
た
る
が
、
地
価
の
下
落
に
よ
り
評
価
額
が
実
勢
価
格
を
超
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う 

四 

 



 

二 

中
小
会
社
の
決
算
書
類
公
開
に
つ
い
て 

1 

中
小
会
社
の
決
算
書
類
公
開
に
お
け
る
外
部
監
査
制
度
の
確
立
に
つ
い
て 

5 
税
務
調
査
の
事
前
手
続
き
規
定
の
整
備
に
つ
い
て 

租
税
の
賦
課
徴
収
に
係
わ
る
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
二
に
よ
り
、
行
政
手
続
法
の
主
要
規

定
が
適
用
除
外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
税
務
行
政
に
お
い
て
は
、
調
査
等
に
関
す
る
事
前
手
続
規
定
（
調
査

日
時
、
対
象
期
間
、
理
由
等
に
係
わ
る
事
前
通
知
や
調
査
の
範
囲
等
）
が
ほ
と
ん
ど
整
備
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
た

め
、
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護
に
資
す
る
た
め
の
事
前
手
続
規
定
を
、
諸
外
国
の
制
度
と
同
様
に
国
税
通
則
法
等
に
お
い

て
整
備
す
る
べ
き
で
あ
る
。
大
蔵
省
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

中
小
会
社
の
決
算
書
類
公
開
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
決
算
書
類
が
適
正
か
、
ま
た
信
頼
し
得
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
外
部
の
監
査
に
よ
る
保
証
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
務
省
は
外
部
監
査
制
度
と
は
切
り
離
し
た
形
で
中
小
会

社
の
決
算
書
類
の
公
開
を
先
行
す
る
準
備
を
進
め
て
い
る
と
聞
く
。
外
部
監
査
制
度
の
確
立
な
く
し
て
作
成
さ
れ
た
決
算

書
類
の
公
開
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
は
実
効
性
に
乏
し
く
、
不
適
切
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
早
急
に
「
中
小
会
社
の
計
算
の
適 

に
、
評
価
額
を
決
定
す
べ
き
と
考
え
る
。
自
治
省
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

五 

 



 

 

六 

正
を
保
証
す
る
制
度
」
と
し
て
「
中
小
会
社
の
外
部
監
査
制
度
」
を
確
立
し
、
「
登
記
所
に
お
け
る
決
算
書
類
の
公
開
」 

 
 

が
行
わ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
法
務
省
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


